
1 

 

 

令和７年度　集団指導資料 

 

 
　八街市指定居宅介護支援事業所 

　八街市指定地域密着型サービス事業所 

　八街市介護予防・日常生活支援総合事業 

 
――――　　目次　―――― 

 
  １．制度等に係る変更等の情報提供について 

　　　（１）介護サービス事業者の経営情報の報告・公表【全サービス共通】 

  　　（２）指定更新、変更等の届出について【全サービス共通】 

　　　（３）介護情報基盤【全サービス共通】 

　　　（４）ケアプラン連携システム【全サービス共通】 

　　　（５）ハラスメント【全サービス共通】 

　　　（６）介護職員等処遇改善加算【全サービス共通】 

　　　（７）居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置の終了【居宅介護支援】 

　　　（８）介護保険要介護認定・要支援認定の申請書の変更について【全サービス共通】 

※黒字が令和６年度の集団指導の資料にも記載されていた内容で、赤字が今回、新

規に記載した内容となります。 

 
――――――――――――――― 

 
１．制度等に係る変更等の情報提供について 

（１）介護サービス事業者の経営情報の報告・公表【全サービス共通】 

令和６年度より経営情報の報告・公表のための新たな２つの制度（下記のア、イ）が

始まりました。 

 
      ア．介護サービス事業者の経営情報データベース 

　　　　　介護サービス事業者経営情報を都道府県知事への報告が２０２４年から義務化 

　　　　　されました。原則として全ての介護サービス事業者が対象となります。（居宅 

　　　　　療養管理指導、介護予防支援は報告対象外 ） 

　　　　　ただし、事業者が有する事業所又は施設のすべてが以下の基準に該当する介護 
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　　　　　サービス事業者は対象外となります。 

　　　　　・当該会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額 

　　　　　　が１００万円以下の者 

　　　　　・災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な 

　　　　　　理由がある者 

 
　　　　　詳細は千葉県のホームページを参照して下さい。 

　　　　　・千葉県のホームページ「介護サービス事業者経営情報の報告」 

　　　　　　https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigohoken/kaigokeiei.html 
          ・介護保険最新情報も参照して下さい。 

　　Vol１３３６、１３３０、１３２５、１３１９、１３０５、１２９８、１２９

７ 

 
       　参考条文：介護保険法第１１５条の４４の２ 

　　　　 　　介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービ 

             ス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知 

             事に報告しなければならない。 

 
イ．介護サービス情報公表制度の見直し 

　　　　　介護サービス情報公表制度で財務状況の分かる書類の報告が義務化されまし 

　　　　　た。 

　　　    令和和６年度に追加された変更点 

　　　　　・「運営情報」欄に、財務諸表を掲載する項目が追加されました。 

　　　　　　財務三表（損益計算書、キャッシュフロー計算書、バランスシート）を PDF　　　　　　 

または CSV 形式でアップロード可能ですので、忘れずに掲載願います。 

　　　　  ・「事業所の特色」欄に、運営規程の概要等の重要事項を掲載可能となりまし 

            た。令和７年度より、重要事項等の情報を原則としてウェブサイト（法人の 

　　　　　  ホームページ等または介護サービス情報公表システム）に掲載することが義　　　　　   

務化されますので、ご留意ください。 

 
    　　　　詳細は千葉県のホームページを参照して下さい。 

　　　　　　・千葉県のホームページ｢介護サービス情報の公表について｣ 

　　　　　　　https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/shien/johokohyo/top-page.html 
            ・介護保険最新情報も参照して下さい。 

Vol１３３３、１２９７ 
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参考条文：介護保険法第１１５条の３５　 

　　　    介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業 

者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事 

業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業 

者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問護、訪問 

入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス（以下「介護サービス」という。） 

の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定 

めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報（介護サ 

ービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する 

情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切 

かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されること 

が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を、当該介 

護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告 

しなければならない。 

 
（２）指定更新、変更等の届出について【全サービス共通】 

　　　ア　介護事業所の指定申請等のウエブ入力・電子申請の導入について 

        　厚生労働省は、介護サービス事業所の指定申請等について、対面を伴わない申 

　　　　　請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公開システムの機能拡張を行 

　　　　　い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システ 

　　　　　ム」の運用を開始しました。令和８年３月３１日までにすべての地方公共団体 

　　　　　において本システムが導入され、本システムの使用が基本、原則化されます。 

 
　　　　　八街市においても、令和７年４月１日より、電子申請届出システムによる受付　　　　　 

を開始しました。 

　　　　　※電子申請届出システムが利用できない「やむを得ない事情」がある場合につ 

　　　　　　いて、従来通り、対面、電子メールまたは郵送による申請も受け付けます。 

 
         ・厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書 

　　　　　 標準化」 

　　　　   https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html 
         ・八街市のホームページ｢電子申請届出システム｣ 

　　　　 　https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/13/50147.html 

 
（３）介護情報基盤について【全サービス共通】 

介護情報基盤とは、介護保険サービスに関する情報を集約し、利用者・事業所・医療 
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機関・市町村（保険者）といった、介護保険サービスに関わる方々の連携を強める仕 

組みです。具体的には、認定調査票、主治医意見書などの要介護認定情報、特定福祉 

用具販売や住宅改修の利用履歴やケアプランなどをタイムリーに確認できます。こ 

れまで市町村に問い合わせたいた手間や負担のかかる作業が減り、より素早く容易 

に仕事を行えるようになります。 

全市町村で令和１０年４月１日までに本格的な運用が開始されますが、各市町村で 

運用開始時期が異なります。八街市では、令和９年７月からの運用開始に向けて準備 

をしているところです。 

各市町村の運用開始状況は下記のホームページで確認できます。 

https://www.kaigo-kiban-portal.jp/introduction-map 

 
介護情報基盤の利用には、本人確認のためにマイナンバーカードを読み取りする必 

要があるため、カードリーダーを用意する必要があります。カードリーダーの購入に 

は補助金がありますが、令和７年度分の申請は終了となっているため、令和８年度の 

補助金をお待ちください。 

   
    補助金に関しては、下記のホームページで確認できます。 

https://www.kaigo-kiban-portal.jp/ 

 
（４）ケアプラン連携システム【全サービス共通】 

国民健康保険中央会が、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所との間で毎月や 

りとりされるケアプランの一部情報をデータ連携するシステムを構築しています。 

それを「ケアプラン連携システム」といいます。 

サービス提供票やケアプランなど、手書き・印刷し、FAX や郵送などでやりとりし 

ていた書類をシステム上でデータの送受信ができるようになり、業務負担軽減が期 

待できます。 

 
令和８年度介護報酬改定においても、ケアプラン連携システムの加入が介護職員等 

処遇改善加算に設ける上乗せの加算区分の要件とすることについて検討されていま 

す。 

 
「ケアプラン連携システム」の導入については、１年間利用料無料のキャンペーンが 

ありますので、ご活用ください。 

 
無料キャンペーンに関しては、下記のホームページで確認できます。 

https://www.careplan-renkei-support.jp/ 



5 

 
（５）ハラスメント【全サービス共通】 

令和３年度の省令改正において、介護保険施設や居宅サービス事業者は、サービスの 

提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背 

景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業 

環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じることが 

義務化されました。 

厚生労働省老健局から、介護事業者向けのマニュアルや管理者向け研修のための手 

引き、職員向け研修のための手引きが紹介されています。顧客等からの著しい迷惑行 

為（カスタマーハラスメント）についても、記載がありますので、再度のご確認をお 

願いいたします。 

 
ハラスメントについては、下記のホームページで確認できます。 

厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html 

千葉県　https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigojigyousha/kaigo-harassment.html 

             https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/kin-fukushi/customer-harassment.html 

 
（６）介護職員等処遇改善加算【全サービス共通】 

令和８年６月に介護報酬の改定があり、介護職員等処遇改善加算に居宅介護支援、介 

護予防支援が加わります。また、介護職員等処遇改善加算Ⅰ、Ⅱが細分化され「Ⅰイ」、 

「Ⅰロ」、「Ⅱイ」、「Ⅱロ」となります。加算Ⅰ、Ⅱを取得している事業所または加算

を変更する事業所は「体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」の届出をお願

いします。 

令和８年度 介護職員等処遇改善加算の計画書の提出と併せて、上記の書類も受け付 

けますが、現時点で令和８年６月以降の新加算に対応する新様式が公開されており

ません。「体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」は例年、３月下旬頃に厚

生労働省より公開されますので、公開までお待ちください。 

 
令和８年度　介護職員等処遇改善加算の計画書の提出期限：令和８年４月１５日 

※令和８年４月及び５月分に処遇改善加算を算定しない事業者は、 令和８年度計画 
　書の提出期限：令和８年６月１５日としますが、一法人で複数の介護サービス種別 

を運営し、例えば、居宅介護支援を新期で追加する場合は、他のサービスと併せて 
計画書を作成し、４月１５日に提出する形でも構いません。 

 

**** 地域密着型事業所（居宅介護支援、介護予防支援を含む）**** 

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 
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・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

 

**** 介護予防・日常生活支援総合事業事業所 **** 
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 

 
（７）居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置の終了【居宅介護支援】 

「令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護

支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門

員とする要件の適用を令和９年３月３１日まで猶予する」 

上記の経過措置が令和９年３月３１日で終了いたしますので、主任介護支援専門員

が管理者でない場合、期限までに主任介護支援専門員を管理者として配置して頂け

ますようお願いいたします。 

居宅介護支援の管理者要件については、令和７年１２月１２日の社会保障審議会介 

護保険部会にて、引き続き介護給付費分科会で検討を行うことが適当である旨の意 

見がありましたので、今後の動向にも注視してください。 

（参考：介護保険最新情報 Vol. ８４３） 

 
（８）介護保険要介護認定・要支援認定の申請書の様式変更について【全サービス共通】 

　　　介護情報基盤の利用にあたり、利用者からの同意が必要となります。介護情報基盤の 

利用にあたり、これまで申請書にあった同意事項の記載内容を令和８年４月より変 

更しました。 

これまでの様式と令和８年４月以降に使用する様式を添付しますので、記載内容を 

ご確認ください。 

 
以上となります。 

 






